
　

会
場
は
市
立
病
院
５
階
講
堂
。
①
②

は
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い(

③
は

申
し
込
み
が
必
要)

。
受
講
無
料
で
す
。

①
糖
尿
病
教
室　

　

糖
尿
病
の
患
者
さ
ん
や
そ
の
ご
家
族

を
対
象
に
、
理
学
療
法
士
、
臨
床
検
査

技
師
、
看
護
師
が
運
動
療
法
や
検
査
な

ど
の
お
話
を
し
ま
す
。
日
時
▼

９
月
12
日

(火)
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

●
問
い
合
わ
せ
　

　
医
事
課
☎(

８
２
３)

４
１
７
１

②
が
ん
サ
ポ
ー
ト
教
室｢

化
学
療
法
に
お

け
る
頭
皮
ケ
ア･

ウ
ィ
ッ
グ･

お
化
粧
の

お
話｣

　

化
学
療
法
の
副
作
用
で
起
こ
る
症
状

な
ど
つ
い
て
学
び
ま
す
。

日
時
▼

９
月
21
日
(木)
午
後
１
時
30
分
〜
２

時
30
分

●
問
い
合
わ
せ
　

　
医
事
課
☎(

８
２
３)

４
１
７
１

③
認
知
症
カ
フ
ェ｢

笑
顔
カ
フ
ェ｣　

　

公
認
心
理
師
に
よ
る｢

回
想
法｣

を
行

い
ま
す
。
か
け
が
え
の
な
い
思
い
出
や
体

験
を
み
ん
な
で
語
り
合
い
ま
し
ょ
う
。

日
時
▼

９
月
28
日
(木)
午
後
２
時
〜
３
時

先
着
▼

30
人　

申
し
込
み
▼

認
知
症
疾
患

医
療
セ
ン
タ
ー
☎(

８
６
６)

７
１
２
３
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秋
田
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
か
ら
、
100
万

円
を
寄
付
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

●
問
い
合
わ
せ
　
防
災
安
全
対
策
課

☎(

８
８
８)
５
４
３
４

８月２日の受納式。穂積市長の右が、秋田
ロータリークラブの松浦隆一会長、左端が
岡本啓一元会長、右端が石郷岡 誠幹事

　

日
本
航
空
㈱
と
㈱
ジ
ェ
イ
エ
ア
か
ら
、

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン

ク
120
本
を
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

●
問
い
合
わ
せ
　
観
光
振
興
課

☎(

８
８
８)

５
６
０
２

８月４日の受納式。穂積市長の右が、㈱
ジェイエアの本田俊介代表取締役社長、
左が日本航空㈱東北支社の佐野寛人社長

　

㈱
秋
田
銀
行
か
ら
、
300
万
円
を
寄
付
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

●
問
い
合
わ
せ
　
防
災
安
全
対
策
課

☎(

８
８
８)

５
４
３
４

７月24日の受納式。穂積市長の右が、㈱
秋田銀行の新谷明弘取締役頭取

市
立
病
院
の

健
康
教
室

市政トピックス市政トピックス

たくさんのご支援たくさんのご支援
ありがとうございますありがとうございます

　７月に発生した豪雨災害の復旧･復興に
役立ててほしいと寄付·寄贈をいただきま
した。このほかにも全国のみなさまから多
くのご支援をいただいております。ありが
とうございます。

  

７
月
31
日
、
日
本
郵
便
㈱
秋
田
中
央

郵
便
局
か
ら
、
竿
燈
ま
つ
り
を
デ
ザ
イ

ン
に
取
り
入
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
フ
レ
ー

ム
切
手｢

秋
田
竿
燈
ま
つ
り
２
０
２
３｣

寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

●
問
い
合
わ
せ

　

観
光
振
興
課
☎(

８
８
８)

５
６
０
２

穂積市長の右が、秋田中央郵便局の遠藤
隆孝局長、左が五城目郵便局の千田博幸局
長、左端が納谷観光文化スポーツ部長

オ
リ
ジ
ナ
ル
フ
レ
ー
ム
切
手

オ
リ
ジ
ナ
ル
フ
レ
ー
ム
切
手

＂
秋
田
竿
燈
ま
つ
り

＂
秋
田
竿
燈
ま
つ
り

２
０
２
３
〟

２
０
２
３
〟

を
い
た
だ
き
ま
し
た

を
い
た
だ
き
ま
し
た

＊10･11㌻の催しは、中止･変更になる場合があります。



　

移
転･

新
築
工
事
を
行
っ
て
い
た
上
北

手
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
が
、

10
月
10
日
(火)
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。

　

利
用
申
し
込
み
は
、
９
月
11
日
(月)
か

ら
同
コ
ミ
セ
ン
で
受
け
付
け
ま
す
。

☎(

８
３
９)

２
５
２
２(
10
月
９
日
(月)
ま

で
は
土･

日
、
祝
日
を
除
く
午
前
９
時
か

ら
午
後
５
時
ま
で)
。

利
用
時
間
▼

午
前
９
時
〜
午
後

９
時

●
問
い
合
わ
せ
生
活
総
務
課

☎(

８
８
８)

５
６
２
５

◆
申
請
し
た
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

受
け
取
り
は
お
済

み
で
す
か
？

・
受
取
期
限
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た

・
交
付
通
知
書
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た

・
申
請
し
た
け
ど
交
付
通
知
書
が
来
な
い

な
ど
で
、
カ
ー
ド
を
受
け
取
っ
て
い
な

い
か
た
は
市
民
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
９
月
30
日
(土)
午
前
８
時
30
分
か
ら
午

後
４
時
30
分
ま
で
、
市
役
所
１
階
市
民

課
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
窓

口
を
臨
時
開
設
し
ま
す

　

受
け
取
り
場
所
が
市
民
課
以
外
で
、
９

月
30
日
に
受
け
取
り
を
希
望
す
る
か
た
は

９
月
26
日
(火)
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　

市
民
課
☎(

８
８
８)

５
７
１
７

◆
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
申
請
は
９
月
末
ま
で

　

令
和
５
年
２
月
28
日
ま
で
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
作
成
申
し
込
み
を

行
っ
た
か
た
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申

請
期
限
は
９
月
末
で
す
。

▼
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
手
続
支
援
窓
口

会
場
▼

市
役
所
１
階
市
民
の
座

日
時
▼

平
日
の
ほ
か
第
２･

第
４
土
曜
と

翌
日
曜
、
９
月
30
日
(土)
、
午
前
９
時
〜

午
後
５
時(

土
日
は
午
後
４
時
30
分
ま
で)

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
そ
の
暗
証
番

号
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
に
対
応
す
る
電
子

マ
ネ
ー
、
公
金
受
取
口
座
登
録
用
の
本
人

名
義
の
通
帳
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
有
効
期
限

が
切
れ
て
い
る
場
合
は
、
２
日
前
ま
で

に
更
新
手
続(

電
子
証
明
書
の
発
行)

を

行
っ
て
か
ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

　
▼

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
マ
イ
ナ
ポ　

イ
ン
ト
に
つ
い
て
＝
国
の
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
☎
０
１
２
０-

９
５-

０
１
７
８

　
▼

市
の
支
援
窓
口
に
つ
い
て

　

＝
情
報
統
計
課
☎(

８
８
８)

５
４
８
５
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市役所市役所からのからのお知らせお知らせ新型コロナウイルスワクチン接種

▶聴覚に障がいのあるかたや、電話での問い合わせが難
しいかたはFAXでも受け付けています。

健康管理課FAX(883)1158

ワクチン専用ウェブ

ワクチン接種専用ウェブサイト 
https://acity-va.com

(平日9:00〜18:00)

秋田市新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター

☎0120-73-89700120-73-8970

９月20日９月20日(水)(水)から令和５年秋開始から令和５年秋開始
接種が始まります接種が始まります

オミクロン株派生型に対応した新しいワクチンオミクロン株派生型に対応した新しいワクチン
による接種を実施します。による接種を実施します。

対象▶１･２回目(生後６か月〜４歳のお子さん
は、合計３回)接種を完了したすべてのかた
接種券▶未使用の接種券があるかたには新たに接未使用の接種券があるかたには新たに接
種券を送付しません。お持ちの接種券をそのま種券を送付しません。お持ちの接種券をそのま
まお使いください。まお使いください。お持ちでないかたには、重
症化リスクの高いかたを優先的に原則前回の接
種日が早い順番にお送りします
接種会場▶市内医療機関、西武秋田店３階
◆実施日などはコールセンター、専用ウェブサ
イトでご確認ください

◆９月19日(火)からワクチン予約サポートセン
ターを開設します

＊詳しくは広報あきた９月15日号と同時配布さ
れるパンフレットをご確認ください。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

▶５歳以上のかたの１･２回目、生後６か月〜４
歳のお子さんの１〜３回目のワクチン接種につ
いても引き続き実施しています。詳しくは専用
ウェブサイトをご確認ください

▶15歳以下のかたの接種には、原則保護者の同
意と立ち会いが必要です。また、予診票には必
ず保護者の署名をお願いします

▶秋田市外から転入されたかたは、接種券の発行
申請が必要です…コールセンターまたは専用
ウェブサイトから申請をお願いします

▶新型コロナウイルスに感染したことがあるかた
もワクチン接種が可能です

▶ワクチン接種は、強制ではなく、本人の意思に
基づき受けていただくものです。周りのかたな
どに接種を強制したり、接種を受けていない人
に差別的な扱いをすることがないようにお願い
します

上
北
手
地
区
コ
ミ
セ
ン
が

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
！

◆発熱などで相談先に迷ったら、秋田県新型コロナウイルス感染症総合案内窓口へ◆発熱などで相談先に迷ったら、秋田県新型コロナウイルス感染症総合案内窓口へ
☎(895)9176／8:00〜17:00 ☎(866)7050／17:00〜翌8:00

＊移転先はJA秋田なまはげ直売セン
ター｢いぶきの里｣の隣です。


